
島 根 県 報
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地方自治法 (昭和��年法律第��号) 第�条の�第�項及び第���条第�項の規定により都万村長から次のとおり新たに

生じた土地を確認し､ 字の区域を変更する旨の届出があったので､ 同法第�条の�第�項及び第���条第�項の規定によ

り告示する｡

平成	�年
月�日

島根県知事 澄 田 信 義

(ただし､ 上記地番は､ 平成	�年�月��日現在のものである｡ )

������
��	

地方自治法 (昭和��年法律第��号) 第���条第�項の規定により､ 松江市長から次のとおり字の区域を廃止する旨の届

出があったので､ 同条第�項の規定により告示する｡

平成	�年
月�日

第	���号 平成	�年
月�日 (	)

新 た に 土 地 が 生 じ た 場 所 面 積 編入先の字

隠岐郡都万村大字那久	���番地及び	���番地地先の公有水面埋立地
�����	

平方メートル
大字那久字泊

� �

� �

新たに生じた土地の確認及び字の区域の変更 (市 町 村 課) 	

字の区域の廃止 ( 〃 ) 	

生活保護法の規定による医療扶助を担当する機関の指定 (健康福祉総務課) �

生活保護法の規定による指定医療機関の事業の廃止の届出 ( 〃 ) �

介護保険法の規程に基づく指定居宅サービス事業者の指定 (高齢者福祉課) �

土地改良事業計画の認可 (農 村 整 備 課) �

保安林の指定 (森林整備課課) �

森林法第	��条の規定による告示及び掲示 ( 〃 ) �

急傾斜地崩壊危険区域の指定 (砂 防 課) �

� �

都市計画変更の図書の縦覧 (都 市 計 画 課) �

都市計画事業変更の認可 ( 〃 ) �

���

島根県立美術館条例施行規則の一部を改正する規則 (教育庁総務課) �

����������������������������������������������������
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平成	�年
月�日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報

島根県知事 澄 田 信 義

松江市比津町の字を廃止する区域

(ただし､ 上記地番は､ 平成��年�月�日現在のものである｡ )

��������	


生活保護法 (昭和��年法律第���号) 第��条の規定により､ 同法による医療扶助を担当する機関を次のとおり指定した

ので､ 同法第��条の�第�号の規定により告示する｡

平成�	年
月�日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


生活保護法 (昭和��年法律第���号) 第��条の�の規定により､ 次のとおり指定医療機関の事業の廃止の届出があった

ので､ 同法第��条の�第�号の規定により告示する｡

平成�	年
月�日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


第���	�号 平成�	年
月�日(�)

町 字 地 番

比津 神田 �の�から�の
まで､ �の�､ �の�､ �の��

山蒔 ��の�､ ��の�

堂ノ前 �の�

連台場 ��､ ��

及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部

医 療 機 関 の 名 称 所 在 地 指定年月日

ウェルネス薬局大田店 大田市長久町長久ロ�	�－� 平成��年�月�日

ひよこ薬局 浜田市熱田町���－� 平成��年�月��日

すみれ小児科 浜田市熱田町���－� 平成��年�月��日

中村歯科医院 出雲市今市町北本町�－�－�� 平成��年��月�日

順天堂薬局 サンデーズ下本郷店 益田市下本郷町���番地 平成��年��月�日

シーズ薬局 高田町店 浜田市高田町��番地� 平成��年��月�日

たわら眼科 安来市南十神町��番地� 平成��年��月�日

わたなべこども・レディースクリ
ニック

出雲市武志町�	－ 平成�	年
月��日

医 療 機 関 の 名 称 所 在 地 指定年月日

中村歯科医院 出雲市今市町北本町�－�－� 平成��年��月�日

順天堂薬局 下本郷店 益田市下本郷町���－ 平成��年��月�日

たわら眼科 安来市南十神町��番地� 平成��年��月�日



島 根 県 報

介護保険法 (平成�年法律第���号) 第��条第�項の規定に基づき､ 指定居宅サービス事業者を次のとおり指定したの

で､ 同法第��条第�号の規定に基づき告示する｡

平成�	年
月�日

島根県知事 澄 田 信 義

第���	�号 平成�	年
月�日 (�)

事業者の名称 指定した事業 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日

社会福祉法人 豊心会
短期入所生活
介護

特別養護老人ホーム 明
翔苑

松江市西浜佐陀町��－
��

平成�	年
月�日

社会福祉法人 豊心会 通所介護
明翔苑デイサービスセン
ター

松江市西浜佐陀町��－
��

平成�	年
月�日

社会福祉法人 島根県社
会福祉事業団

通所介護
デイサービスセンター小
山

出雲市小山町��	－� 平成�	年
月�日

社会福祉法人 島根県社
会福祉事業団

痴呆対応型共
同生活介護

ハートフルおやま 出雲市小山町��	－� 平成�	年
月�日

有限会社 出雲リハビリ
サービス

福祉用具貸与
有限会社 出雲リハビリ
サービス

出雲市今市町��� 平成�	年
月�日

株式会社 ひょうま 通所介護
デイサービスセンター
｢しずかさんの家｣

益田市小浜町�	�－� 平成�	年
月�日

社会福祉法人 亀の子 通所介護 亀の子デイサービス
大田市長久町長久ロ�	�－
	

平成�	年
月�日

株式会社 爽やかケア山
陰

通所介護
株式会社 爽やかケア山
陰 デイサービスセン
ター縁日和

江津市渡津町	－� 平成�	年
月�日

社会福祉法人 ��いず
も福祉会

通所介護
社会福祉法人 ��いず
も福祉会 みどりの郷平
田

平田市平田町����－ 平成�	年
月�日

社会福祉法人 かも福祉
会

通所介護
加茂デイサービスセン
ター

大原郡加茂町大字宇治
���番地

平成�	年
月�日

社会福祉法人 かも福祉
会

訪問介護
ヘルパーステーションか
も

大原郡加茂町大字宇治
���番地

平成�	年
月�日

社会福祉法人 かも福祉
会

通所介護
デイサービスセンター愛
あいの家

大原郡加茂町大字加茂中
��番地

平成�	年
月�日

社会福祉法人 掛合町社
会福祉協議会

通所介護
ふれあいセンター通所介
護事業所

飯石郡掛合町大字入間
���番地�

平成�	年
月�日

社会福祉法人 掛合町社
会福祉協議会

短期入所生活
介護

えがおの里短期入所生活
介護事業所

飯石郡掛合町大字掛合
���番地�

平成�	年
月�日

社会福祉法人 掛合町社
会福祉協議会

訪問入浴介護
掛合町好老センター訪問
入浴介護事業所

飯石郡掛合町大字掛合
����番地

平成�	年
月�日

社会福祉法人 掛合町社
会福祉協議会

通所介護
掛合町好老センター通所
介護事業所

飯石郡掛合町大字掛合
����番地

平成�	年
月�日

特定非営利活動法人 あ
かぎ福祉会

痴呆対応型共
同生活介護

赤来町ファミリーケアセ
ンターまんてんの家

飯石郡赤来町大字下赤名
��番地�

平成�	年
月�日

有限会社 出雲ハリカ 福祉用具貸与
有限会社出雲ハリカ 福
祉事業部

簸川郡斐川町大字直江町
����番地�

平成�	年
月�日



島 根 県 報
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土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項において準用する同法第��条第	項の規定により､ 次のとおり新規

土地改良事業の施行を認可した

平成�
年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

��������
	

森林法 (昭和�
年法律第���号) 第��条の�第	項の規定により保安林の指定をするので､ 同法第条第�項において

準用する同条第	項の規定により告示する｡

平成�
年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

	 保安林の所在場所

那賀郡金城町大字七条ロ���―	､ ロ���―�

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は､ 択伐による｡

イ 主伐として伐採をすることができる立木は､ 当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする｡

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を島根県庁及び金城町役場に備え置いて縦覧に供する｡ )

���������	

平成�
年農林水産省告示第
��号で保安林に指定された次の森林については､ 当該処分に係る通知の相手方が不分明で

あるので､ 森林法 (昭和�
年法律第���号) 第���条の規定に基づき､ その通知の内容を川本町役場に掲示するとともにそ

の要旨を告示する｡

平成�
年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

	 森林の所在場所及び不分明である通知の相手方

第���
�号 平成�
年�月�日(�)

事 業 主 体 名 事 業 名 認可年月日

浜田市土地改良区 本郷下地区用排水施設事業 (非補助土地改良事業) 平成�
年�月�日

森 林 の 所 在 場 所 不分明である通知の相手方

郡 名 町 名 大 字 字 地 番 森林の権利者 住 所

邑智 川本 川本 
��

保証責任邑智生絲

販売組合江水社

理事 安田蛙吉

邑智郡川下村���番地

�



島 根 県 報

� 保安林の目的

土砂の流出の防備

��������	


急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和��年法律第��号) 第�条第�項の規定により､ 次に掲げる土地の

区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定するので､ 同条第�項の規定により告示する｡

平成��年	月
日

島根県知事 澄 田 信 義

� 区域の名称 針戸上�

� 土地の表示

次に掲げる地番の土地に存する標柱�号から�号までを順次に結んだ線及び標柱�号と�号を結んだ線により囲まれ

た区域

� 区域の名称 針戸上�

� 土地の表示

次に掲げる地番の土地に存する標柱�号から�号までを順次に結んだ線及び標柱�号と�号を結んだ線により囲まれ

た区域

� 区域の名称 後地

� 土地の表示

次に掲げる地番の土地に存する標柱�号から��号までを順次に結んだ線及び標柱�号と��号を結んだ線により囲まれ

た区域

� 区域の名称 本町

� 土地の表示

次に掲げる地番の土地に存する標柱�号から�号までを順次に結んだ線及び標柱�号と�号を結んだ線により囲まれ

た区域

第����号 平成��年	月
日 (�)

郡 市 町 村 大 字 字 地 番 標 柱 番 号

簸川 多伎 奥田儀 ���番� �号

����番� �号から�号まで

���番� �号

���番� �号

郡 市 町 村 大 字 字 地 番 標 柱 番 号

簸川 多伎 奥田儀 ���番� �号及び�号

����番� �号から�号まで

���番� �号

���番� �号

郡 市 町 村 大 字 字 地 番 標 柱 番 号

江津 後地 ���番� �号

���番� �号及び�号

���番 	号から�号まで

���番� �号から��号まで



島 根 県 報

� �

都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定による都市計画の変更に

係る図書の写しの送付を受けたので､ 同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により次のとおり縦覧

に供する｡

平成��年	月
日

島根県知事 澄 田 信 義

� 都市計画の種類

松江圏都市計画道路

� 縦覧場所

島根県土木部都市計画課

都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定において準用する同法第��条第�項の規定により､ 都市計画

事業の事業計画変更の認可の告示 (平成��年�月��日中国地方整備局告示第��号) があったので､ 同法第��条の規定によ

り､ 都市計画事業の施行について次のとおり公告する｡

平成��年	月
日

島根県知事 澄 田 信 義

� 都市計画事業の種類及び名称

出雲都市計画及び大社都市計画公園事業


・・�号 浜山公園

� 施行者の名称

島根県

� 事務所の所在地

出雲市大津町���� 出雲土木建築事務所

	 事業地

収用の部分

出雲市浜町字高浜､ 字浜下及び字北砂子地内､ 簸川郡大社町大字北荒木字高浜､ 大字中荒木字浜根､ 大字入南字砂山

地内

� � � � � � 	

島根県立美術館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成��年	月
日

第�����号 平成��年	月
日(�)

郡 市 町 村 大 字 字 地 番 標 柱 番 号

江津 江津 ���番 �号

���番甲 �号

���番� �号

���番 	号

���番 �号

���番� 号



島 根 県 報

島根県教育委員会委員長 中 村 俊 郎

��������	
���

島根県立美術館条例施行規則の一部を改正する規則

島根県立美術館条例施行規則 (平成��年島根県教育委員会規則第�号) の一部を次のように改正する｡

第�条第�項第�号中 ｢児童及び中学校｣ を ｢児童､ 中学校｣ に､ ｢教職員｣ を ｢教職員等｣ に改め､ ｢中学校の生徒｣

の次に ｢及び高等学校の生徒｣ を加え､ 第�号を次のように改める｡

� 身体障害者福祉法 (昭和��年法律第��	号) 第�
条第�項の身体障害者手帳､ 療育手帳 (知的障害者の福祉の充実

を図るため､ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で､ そ

の者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう｡ ) 又は精神保健保護及び精神障害者福祉に関する法律 (昭

和�
年法律第��	号) 第�
条第�項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 (以下 ｢障害者｣ という｡ ) が

観覧するとき｡ 観覧料の全額

第�条第�項第�号中 ｢前�号｣ を ｢前�号｣ に改め､ 同号を第�号とし､ 第�号の次に次の�号を加える｡

� 前号の障害者の介助者が観覧するとき｡ 観覧料の全額

第�条第�項ただし書中 ｢第�号｣ の次に ｢及び第�号｣ を加える｡

� 


この規則は､ 平成�年�月��日から施行する｡

第��
�号 平成�年�月�日 (�)
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